
株式会社西田コーポレーション 個人情報保護規定 
 

平成１６年１１月１２日制定 

 
第１編 総則 

（目 的） 
第１条 この規定は、当社が取り扱う個人情報（顧客関係個人情報、従業者個人情報、

取引先その他関係者個人情報）の適切な保護のための当社個人情報保護方針に

基づく基本規定であり、当社従業者（役職員、パートタイマー、派遣労働者、

顧問、委託契約に基づき当社の業務を行う者を含む）はこの規定に従って個人

情報を保護していかなければならない。 
 
（本規定の対象） 
第２条 この規定は、当社において、その全部又は一部がコンピュータ等の自動的手段

により処理されている個人情報及び手作業により処理されている個人情報であ

って、組織的に保有するファイリングシステムの全部又は一部をなすものを対

象とする。 
 
（定 義） 
第３条 この規定おいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 
(1) 個人情報 

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その

他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に

照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとな

るものを含む。）をいう。 
(2) 情報主体 

一定の情報によって識別される、又は識別され得る個人をいう。 
(3) 当社従業者 

当社の役職員、パートタイマー、派遣労働者、顧問、委託契約に基づき当社の

業務を行う者をいう。 
(4) 個人情報管理責任者 

個人情報保護のための業務について統括的責任と権限を有する者をいい、個人

情報管理責任者には当社代表取締役が就任する。 
(5) 個人情報管理者 

個人情報管理責任者によって選任され、個人情報管理責任者に代わり個人情報



保護のための業務を遂行する者をいう。原則として各店舗の店長は個人情報管

理者に就任する。 
(6) 個人情報処理担当者 

個人情報のコンピュータへの入力・出力、修正・削除、台帳・申込書等の個人

情報を記載した帳票・帳表を保管・管理等をする担当者をいう。個人情報処理

担当者は店舗ごとに定めることができる。 
(7) 利用者 

当社の業務遂行のために雇用契約・委任契約・委託契約に基づき個人情報を取

り扱いあるいは利用する者をいう。 
 
（収集の原則） 
第４条 個人情報の収集は、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度にお

いて行わなければならない。 

 
（収集方法の制限） 
第５条 個人情報の収集は、適法、かつ公正な手段によって行わなければならない。 
 
（特定の機微な個人情報の収集の禁止） 
第６条 次に示す内容を含む個人情報の収集、利用又は提供を行ってはならない。 

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項 
(2) 人種、民族、門地、身体・精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる

事項 
(3) 勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項 
(4) 集団示威行為への参加、請願権の行使及びその他の政治的権利の行使に関する

事項 
(5) 保健医療及び性生活に関する事項 

 
（情報主体から対面で個人情報を直接収集する場合の措置） 
第７条 情報主体から対面で直接に個人情報を収集する場合、情報主体から個人情報を

入手する者は、情報主体に対して、利用目的その他法令で定める事項を告知し

同意を得なければならない。 
 
（その他の方法により個人情報を収集する場合の措置） 
第８条 個人情報管理責任者は、第７条に定めた方法での同意がとれなかったときのた

めに、当社個人情報保護方針及び第７条に掲げる事項を当社インターネットホ

ームページに掲示し、かつ最新の状態を維持しなければならない。 



（間接的に個人情報を収集する場合の措置） 

第９条 情報主体以外から間接的に個人情報を収集する場合、個人情報管理責任者は、

以下の措置を講じ、監督しなければならない。 
(1) 当社インターネットホームページに第 7条に掲げる事項を掲示すること。 
(2) 個人情報を入手する者が、適法かつ公正な手段によって当該個人情報を収集す

るように監督すること。 
(3) 第三者から入手する当該個人情報が適法かつ公正な手段により収集されたもの

であることを確認すること。 
 
（利用範囲の制限） 
第１０条 個人情報の利用は、原則として収集目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限

を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとする。 
 
（目的内の利用の場合の措置） 
第１１条 収集目的の範囲内で行う当社の個人情報の利用は、次の(1)から(5)までに掲げる

いずれかの場合についてのみこれを行うことができる。 
(1) 情報主体が同意を与えた場合若しくは同等の措置を講じた場合 
(2) 情報主体が当事者である契約の準備又は履行のために必要な場合 
(3) 当社が従うべき法的義務の履行のために必要な場合 
(4) 情報主体の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合 
(5) 警察、税務署、裁判所等の公的機関からの法令に基づく権限の行使による開示

請求等があった場合 
 
（目的外の利用の場合の措置） 
第１２条 収集目的の範囲を超えて個人情報の利用を行う場合又は前条(1)号から(5)号ま

でに掲げるいずれの場合にも当たらない個人情報の利用を行う場合においては、

個人情報管理責任者は第７条に掲げる事項、その他必要な事項を個人情報の主

体へ通知しあらかじめ情報主体の同意を得るか、又はその旨を事前に当社イン

ターネットホームページに掲示して情報主体に拒絶の機会を与えなければなら

ない。 
 
（個人情報の入出力、保管等） 
第１３条 個人情報のコンピュータへの入力・出力、台帳・申込書等の個人情報を記載し

た帳票・帳表の保管・管理等は、個人情報処理担当者が行わなければならない。

ただし、個人情報処理担当者は、個人情報管理者の承諾を得て信頼できる履行

補助者にこれを代行させることができる。 



（個人情報の正確性の確保） 
第１４条 個人情報管理責任者は、個人情報を利用目的に応じ必要な範囲内において、正

確かつ最新の状態で管理しなければならない。 
２． 定期的に情報主体に通知等をしている場合、個人情報管理者は、通知の中に次

の事項を記した届け出様式を入れて通知しなければならない。 
(1) 個人情報の開示を求める権利及び開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂

正、追加、削除を要求する権利の存在並びに情報主体が当該権利を行使するた

めの具体的な方法 
(2) 個人情報の収集後における利用を拒絶する権利の存在及び情報主体からの当該

個人情報の消去、利用停止等の具体的な方法 
 
（個人情報の安全性の確保） 
第１５条 個人情報管理責任者は、当社の個人情報を格納したコンピュータへの不当なア

クセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の危険に対して、委託先

等への指示等必要な措置を講じなければならない。 
 
（自己情報に関する権利） 
第１６条 当社が保有している個人情報について、情報主体から自己の情報について開示

を求められた場合、個人情報管理責任者は、遅滞なく当該情報主体に対して当

社が保有している当該情報主体の個人情報（当該個人情報が存在しない場合は

その旨）を、当該情報主体に開示しなければならない。 
２． 開示した結果、誤った情報があった場合で、訂正、追加又は削除を求められた

ときは、個人情報管理責任者は、遅滞なく訂正等を行い、訂正等の後、遅滞な

く情報主体に対して通知をしなければならない。 
 
（自己情報の利用又は提供の拒否権） 
第１７条 当社が保有している個人情報について、情報主体から自己情報についての利用

又は第三者への提供を拒まれた場合、これに応じなければならない。ただし、

警察、税務署、裁判所等の公的機関からの法令に基づく権限の行使による開示

請求等又は当社の法令に定められている義務の履行のために必要な場合につい

ては、この限りでない。 
 
（個人情報保護苦情・相談窓口の設置） 
第１８条 個人情報管理責任者は、個人情報の取り扱い苦情・相談を受け付けて対応する

窓口を常設し、この連絡先を情報主体に告知しなければならない。 
 



（個人情報の廃棄） 
第１９条 個人情報を廃棄する場合は、シュレッダーにかけて読み取り不能にした上で廃

棄する。 
２． 個人情報を記録したコンピュータ、記憶媒体を廃棄するときは、特別のソフト

ウェアを使用して個人情報を完全に消去するか記憶媒体を物理的に破壊してか

ら廃棄する。 
３． 個人情報を記録したコンピュータを他に転用するときは、特別のソフトウェア

を使用して個人情報を完全に消去してから転用する。 
４． 個人情報の廃棄作業は個人情報処理担当者が行う。 

 

第２編 個人情報の利用等の手続き 

 
（新しい目的での収集手続き） 
第２０条 新しい目的で個人情報を収集するときは、利用者は個人情報管理者に届け出な

ければならない。 
２． 前項の届け出を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議し

て、個人情報管理責任者の承諾を得なければならない。 
３． 新しい目的での個人情報の収集は、個人情報管理責任者の承諾を得て、個人情

報管理責任者が必要な措置を講じた後でなければならない。 
 
（間接的に収集する場合の収集手続き） 
第２１条 新しい方法又は間接的に個人情報を収集するときは、利用者は個人情報管理者

に届け出なければならない。 
２． 前項の届け出を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議し

て、個人情報管理責任者の承諾を得なければならない。 
３． 新しい方法又は間接的な個人情報の収集は、個人情報管理責任者の承諾を得て、

個人情報管理責任者が必要な措置を講じた後でなければならない。 
 
（個人情報の利用手続き） 
第２２条 利用者が個人情報を利用する場合、以下の事項を個人情報管理者に届け出てそ

の承諾を得なければならない。 
(1) 利用する個人情報の範囲 
(2) 利用目的 
(3) 利用時期 
２． 利用者は、個人情報管理者の承諾を得ないで、個人情報の目的外利用、第三者

への提供・預託、通常の利用場所からの持ち出し、外部への送信等の行為をし



てはならない。 
 
（個人情報の委託処理等に関する手続き） 
第２３条 情報処理や作業を第三者に委託するために、個人情報を第三者に預託する場合

においては、利用者は事前に個人情報管理者に届け出なければならない。 

２． 個人情報管理者は、個人情報管理責任者の承諾を得てから委託しなければなら

ない。 
３． 個人情報を第三者に預託する場合、個人情報管理者は以下の措置を講じなけれ

ばならない。 
(1) 新規の会社組織の個人情報の預託先については、預託先責任者との面接、預託

先の情報処理施設の現場視察を実施し、個人情報保護及びセキュリティ管理の

水準が適正であることを確認すること。 
(2) 次の事項について契約すること。 
①守秘義務の存在、取り扱うことのできる者の範囲に関する事項 
②預託先における個人情報の秘密保持方法、管理方法ついての事項 
③契約終了時の個人情報の返却及び複製物の消去に関する事項 
④個人情報が漏えい、その他事故の場合の措置、責任分担についての事項 
⑤再委託に関する事項 

４． 委託中、利用者は、必要に応じ預託先が当社との契約を遵守しているかどうか

を確認し、万一、契約に抵触する事項を発見したときは、その旨を個人情報管

理者に通知しなければならない。 
５． 前項の通知を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して

個人情報の預託先に対して必要な措置を講じなければならない。 
 
（個人情報の第三者への提供手続き） 
第２４条 個人情報の第三者への提供を禁止する。ただし、業務上、利用者が第三者への

提供の必要性を認めた場合、個人情報管理者に届け出るものとする。 

２． 前項の通知を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して、

個人情報管理責任者の承諾を得なければならない。 
３． 第三者への提供は、個人情報管理責任者の承諾を得て、個人情報管理責任者が

必要な措置を講じた後でなければならない。 
 
（個人情報の共同利用） 
第２５条 個人情報を第三者との間で共同利用する場合、利用者は個人情報管理者に届け

出なければならない。 

２． 前項の通知を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して、



個人情報管理責任者の承諾を得なければならない。 
３． 個人情報の共同利用は、個人情報管理責任者の承諾を得て、個人情報管理責任

者が必要な措置を講じた後でなければならない。 
 
（通知・届け出手続き） 
第２６条 本規定に基づく通知・届け出は所定の電子メールを利用して行う。 

 
第３編 監査 

 
（個人情報保護監査責任者） 
第２７条 個人情報保護監査責任者は、個人情報管理責任者から独立した公平かつ客観的

な立場にあり、監査の実施及び報告を行う権限を有し、当社取締役会が選任す

る。ただし、社外の第三者に監査業務を委託することを妨げない。 
２． 個人情報保護監査責任者は、年１回、個人情報保護計画に従い、監査を実施し、

監査結果を取締役会に報告しなければならない。 
 
（監査計画） 
第２８条 個人情報保護監査責任者は、年１回個人情報保護のための監査計画を立案し、

取締役会の承認を得なければならない。 
２． 監査計画には次の事項を入れなければならない。 
(1) 監査体制 

(2) 日程 
(3) 監査方法 
(4) 監査報告様式 

 
（監査の実施） 
第２９条 個人情報保護監査責任者は、本規定及び個人情報保護計画が、日本工業規格「個

人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」（JIS Q 15001）
の要求事項と合致していること及びその運用状況を監査しなければならない。 

２． 個人情報保護監査責任者は、監査を指揮し、監査報告書を作成し取締役会に報

告しなければならない。 
３． 個人情報管理責任者は、監査報告書を管理し、保管しなければならない。 

 

（本規定の改廃） 

第３０条 本規定の改廃は取締役会が行う。 

以上 


